
 

 

随意契約理由書 

１ 業  務    名 
原因者情報管理システム導入検討業務（2026 年

度） 

２ 業  者  名 阪神高速技研（株） 

３ 随意契約理由  

本業務は、阪神高速道路上にて発生した事故等に起因する構造物等の損傷に係る

道路管理業務を対象に、業務の効率化及び高度化を図るための業務支援システムの

導入検討を行うものである。本業務を円滑かつ効率的に実施するためには、以下の

能力を有していることが必要になる。 

①当社の業務や管理規定及び運用している情報システム全般に精通していること 

②本業務に必要な道路管理等を取り扱う情報システム群とその使用を熟知してい

ること 

③情報システム群の連携対応を行う能力を有していること 

④当社の意図を的確かつ迅速に反映し、技術及びノウハウの蓄積と品質及びコス

トパフォーマンスの向上を図れること 

阪神高速技研㈱は当社の経営戦略及び方針に基づき、当社のグループ会社とし

て、当社と一体となって業務を実施するために設立された会社であり、システム維

持管理全般を担っている会社である。また、システム全般に精通しているだけでな

く本業務に必要な情報システム群の維持管理も担っているため本業務の実施にあた

って求められる能力を有している。それに加えて、当社のグループ会社として、共

通の経営目的をもって業務を行い、技術及びノウハウの蓄積と品質及びコストパフ

ォーマンスの向上を図っている。 

よって、同社は、他社よりも本業務を適切かつ効率的に実施できるものと考えら

れるため、阪神高速道路株式会社契約規程第２条第１号の規定により、随意契約と

する。 

以 上 

 阪神高速道路株式会社契約規程第２条第１号の規定による。 

 


